仕　様　説　明　書
	設備名
	大会議室エアコン設備 一式
	納入場所
	愛媛県立今治工業高等学校
第１教棟1階　大会議室

	標記物件の仕様は、次のとおりである。
本設備は、次の条件を満たす必要がある。
１　仕様
　　本校第１教棟の大会議室に設置しているエアコン設備は、老朽化が著しく、既存機器３台のうち１台が故障し修理不能状態であり、早急に更新する必要がある。
以上のことから、本校の設備における必要な条件は次のとおりである。
(1) 大会議室の使用用途及び構造を踏まえ、既存設備と同等程度、安定して稼働できる機種であること。
(2) 大会議室のエアコン設備は令和９年度特別教室等空調整備事業において小会議室に移設を予定していることから、現構造を可能な限り再利用の上、簡易な設置を検討すること。
２　大会議室エアコン設備の構成及び必要項目・条件
	番号
	構成項目・品目
	数量

	(1)
	空調機器費
	１式

	(2)
	空調整備・都市ガス工事費
	１式

	(3)
	諸経費
	１式


（1）空調機器費
ａ　大会議室のエアコン設備は、室内機１台（天井吊型５馬力以上・シングル）、室外機１台及び運転
リモコン１個の構成とすること。
ｂ　室内機、室外機及び運転リモコンは、国内メーカーの製造によるものとする。
ｃ　室内機の仕様は冷房能力14.0kw以上、暖房能力16.0kw以上、電源単相200V及びガスの種類は
13Aとすること。また、室内機は既存吊金物を利用し、２段吊るし取り付けとすること。
ｄ　室外機の仕様は冷房能力14.0kw以上、暖房能力16.0kw以上及び電源単相200Vとすること。
ｅ　運転リモコンは既存機器と同様にワイヤードリモコンとすること。
ｆ　エアコン設備は機器調整及び試運転を実施すること。
（2）空調整備・都市ガス工事費
　　ａ　室内機は第１教棟１階大会議室の指定する位置へ設置調整を行うこと。
ｂ　室外機は第１教棟１階大会議室の屋外に設置し、転倒防止金具を装着、固定すること。
ｃ　納品時には、第１教棟１階及び大会議室の出入口や床面を傷つけないよう、簡易な養生材を設置
すること。
ｄ　設置工事にあたり、選定する機種並びに工法により、大気汚染防止法第18条の15第６項に基づ
く石綿の事前調査結果の報告が必要となるときは、これを実施するとともに、その費用を含むこと。
ｅ　不要となる既存エアコン設備を撤去及び設置するエアコン設備の搬入・設置・追加工事等の際に生じた廃棄物は、受注者が適切に処分すること。
（3）諸経費
ａ　学校行事及び授業等に支障のないよう配慮の上、工程表を作成の上、提出すること。また、工程
は土日、祝祭日を除く平日（午前９時00分から午後４時50分まで）に実施すること。

ｂ　エアコン設備の仕様及び取扱説明書（マニュアルを含む）は製本又はバインダーで綴られた状態
で２部提出すること。
ｃ　作業前、作業中、作業後の施工写真を添付すること。
ｄ　既存エアコン設備を撤去及び廃棄に伴い、別途定める廃棄完了報告書に証拠書類の写しを添付し
提出すること。
ｅ　エアコン設備の故障及びメンテナンスの保証期間は設置完了後１年間とすること。
ｆ　保証期間中におけるエアコン設備の故障及びメンテナンスは、速やかに対応できる体制を整える
こと。



